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ホ
ッ
プ

契
約
栽
培
の
一
事
例

宮永

崎山

俊栄

行子

ま
え
が
き

　
一
九
五
〇
年
代
以
降
に
お
け
る
、
ア
グ
リ
ピ
ジ
ネ
ス
の
拡
大
は
、
世
界
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

み
て
「
第
三
次
農
業
革
命
』
と
も
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
核
で
あ
る
と

と
も
に
、
す
ぐ
れ
て
法
学
的
検
討
を
必
要
と
す
る
も
の
に
、
契
約
栽
培
ま
た
は

契
約
飼
育
（
経
済
学
ま
た
は
農
学
で
は
　
「
垂
直
的
統
合
く
Φ
旨
冨
＝
暮
。
鷺
駐
。
ど

と
も
い
わ
れ
る
）
が
あ
る
。

　
さ
て
、
本
稿
は
、
ピ
ー
ル
の
原
料
の
一
種
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ホ
ッ
プ
（
忽
布
）

の
契
約
栽
培
に
つ
い
て
、
群
馬
県
下
に
お
け
る
事
例
の
，
一
端
を
紹
介
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
事
例
は
、
「
成
功
い
の
事
例
で
は
な
く
、

後
述
す
る
よ
う
に
む
し
ろ
一
つ
の
「
悲
劇
」
の
事
例
で
あ
る
。
両
当
事
者
の
主

観
的
「
誠
意
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
「
悲
劇
」
が
お
こ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
契
約
生
産
（
”
垂
直
的
統
合
）
に
お
い
て
は
、
原

料
農
産
物
の
生
産
者
で
あ
る
「
農
民
」
と
、
そ
の
原
料
を
用
い
て
商
品
の
製

造
、
販
売
を
営
む
「
企
業
体
」
と
が
、
契
約
を
通
じ
て
結
合
す
る
わ
け
で
あ
る

　
　
　
　
ホ
ッ
プ
契
約
栽
培
の
一
事
例

　
　
　
　
　
フ
ァ
ミ
リ
ヒ
の
コ
ミ
ユ
ニ
テ
イ
　
　
　
　
ブ
ラ
ソ
ト
ロ
コ
ミ
ユ
る
テ
イ

が
（
い
わ
ぽ
「
習
俗
社
会
」
と
「
企
業
体
社
会
」
と
の
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
リ
ッ

ヒ
な
結
合
）
、
そ
の
結
果
、
「
企
業
体
社
会
」
の
激
烈
な
所
得
追
及
の
競
争
・
闘

争
が
、
契
約
と
い
う
パ
イ
プ
を
通
つ
て
、
直
接
的
か
つ
法
律
的
に
「
習
俗
社

会
」
に
波
及
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
企
業
体
社
会
」
と
「
習
俗

社
会
」
と
の
間
に
は
、
商
品
取
引
目
契
約
に
つ
い
て
の
観
念
や
、
生
産
に
投
下

さ
れ
た
資
本
の
回
転
周
期
等
に
つ
い
て
、
か
な
り
の
ズ
レ
が
あ
る
。
そ
し
て
現

状
に
お
い
て
は
、
こ
の
ズ
レ
を
、
当
事
者
の
主
観
的
「
誠
意
」
に
よ
つ
て
は
調

整
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
合
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。

　
と
も
か
く
、
ア
グ
リ
ピ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
契
約
生
産
（
闘
垂
直
的
統
合
）
は
、

　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

経
済
学
、
農
学
あ
る
い
は
社
会
学
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
法
学
に
お
い
て
も

重
要
な
研
究
課
愚
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
だ
調
査
不
充
分
な
点
も

あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
本
事
例
の
経
過
・
資
料
の
一
部
を
、
こ
こ
に
紹
介
し
、

こ
れ
に
対
す
る
法
学
者
の
関
心
の
高
ま
る
こ
と
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
神
谷
慶
治
著
「
旦
本
農
業
の
連
紅
性
」
（
昭
和
四
二
年
七
月
）
一
二
七
頁
－

　
　
エ
ハ
七
頁
、
特
に
一
四
九
頁
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
（
一
六
八
一
）



　
　
　
ホ
少
ブ
、
契
約
執
培
の
吋
事
例

（
2
）
　
最
近
に
お
け
る
農
業
経
済
学
的
研
究
と
し
て
、
竹
中
久
二
雄
著
「
契
約
農

　業の

経
済
分
析
」
（
昭
和
四
二
年
四
月
）
参
照
。

（
3
）
　
法
学
的
文
献
に
収
録
さ
れ
た
近
年
の
も
の
と
し
て
、
「
農
業
法
研
究
3
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
り
に
お

　
（
農
業
法
学
会
機
関
誌
）
所
収
の
森
鳩
隆
「
垂
直
的
統
合
に
つ
い
て
1
養
豚
に

　
お
け
る
一
事
例
」
（
昭
和
四
一
年
・
一
〇
月
）
参
照
。

　
　
ま
た
、
契
約
飼
育
の
た
め
の
、
「
法
人
で
な
い
社
団
」
に
お
け
る
ト
ラ
ブ
ル

　が．

訴
訟
に
発
展
し
た
ケ
ー
ス
と
し
て
最
高
裁
判
所
昭
和
四
一
年
九
月
三
〇
日
，

判
決
（
最
高
民
集
二
〇
巻
七
号
一
五
五
二
頁
）
が
あ
る
（
た
だ
し
判
示
事
項
そ

　
の
も
の
は
、
時
効
に
関
す
る
事
項
）
。

二
　
経
　
過

　
昭
和
三
〇
年
、
群
馬
県
下
に
丁
酒
造
株
式
会
社
が
ビ
ー
ル
工
場
を
建
設
す
る

こ
と
に
な
つ
，
た
の
を
機
会
に
、
群
馬
県
当
局
も
、
か
ね
て
適
応
性
の
試
作
を
行
な

つ
て
き
た
ホ
ッ
プ
の
大
規
模
な
栽
培
に
、
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
翌
昭

和
三
一
年
八
月
、
県
当
局
の
す
す
め
も
あ
り
、
群
馬
忽
布
農
業
協
同
組
合
（
特
殊

農
協
）
が
設
立
さ
れ
．
こ
の
組
合
が
丁
酒
造
株
式
会
社
と
契
約
を
結
び
、
ホ
ッ

プ
の
契
約
栽
培
を
進
め
る
こ
と
に
な
つ
た
．
そ
し
て
、
こ
の
両
者
間
に
、
昭
和

三
二
年
三
月
二
三
日
ホ
ッ
プ
栽
培
契
約
が
締
結
さ
れ
〔
資
料
一
〕
、
後
に
〔
資

料
二
〕
の
よ
う
な
覚
書
が
か
わ
さ
れ
た
。
こ
の
契
約
の
期
間
は
契
約
締
結
の
日

か
ら
一
〇
ヵ
年
で
あ
つ
た
（
な
お
、
ホ
ッ
プ
の
植
物
と
し
て
の
寿
命
は
、
約
四
〇

年
で
、
植
付
か
ら
採
取
ま
で
三
年
、
一
〇
～
一
五
年
が
最
盛
期
で
あ
る
）
。

　
栽
培
開
始
当
初
は
、
経
験
不
足
等
で
収
穫
量
も
余
り
上
が
ら
ず
、
ベ
ト
病
な

ど
の
病
害
、
あ
る
い
は
降
電
害
、
台
風
、
異
常
高
温
な
ど
の
天
災
と
闘
い
つ
つ

常
に
工
夫
と
努
力
を
重
ね
、
一
〇
年
の
歳
月
を
か
け
て
、
漸
く
ホ
ッ
プ
栽
培
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
（
一
六
八
二
）

安
定
し
た
状
態
に
入
つ
た
。
昭
和
四
一
年
現
在
群
馬
県
下
に
お
け
る
栽
培
面
種

一
ニ
ゼ
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
総
生
産
量
一
三
ニ
ト
ン
、
栽
培
戸
数
一
〇
三
戸
、
一

戸
当
り
平
均
栽
培
面
積
一
二
・
一
ア
ー
ル
（
そ
の
う
ち
最
高
裁
培
面
積
六
〇
ア
ー

ル
、
最
低
栽
培
面
積
六
ア
ー
ル
）
と
い
5
状
態
に
至
る
ま
で
の
一
〇
年
に
近
い

年
月
は
、
忽
布
農
協
あ
る
い
は
組
合
員
で
あ
る
農
民
の
苦
難
の
連
続
の
道
で
も

あ
つ
た
が
、
次
第
に
順
調
に
な
つ
て
い
く
に
従
い
、
ホ
ッ
プ
栽
培
に
省
力
多
収

の
作
物
と
し
て
の
有
利
性
を
見
い
出
す
ま
で
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
特
記
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
ホ
ッ
プ
栽
培
者
の
中
で
、
最

も
大
規
模
な
「
農
事
組
合
法
人
中
倉
ホ
ッ
プ
団
地
」
の
設
立
．
発
展
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
二
戸
の
協
同
経
営
に
よ
り
ホ
ッ
プ
生
産
の
企
業
化
・
合
理
化
を
図
る

た
め
に
、
昭
和
三
九
年
よ
り
四
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
農
地
を
一
団
地
に
ま
と

め
、
　
一
、
四
六
八
万
円
（
う
ち
借
入
金
七
三
五
万
円
）
の
設
備
投
資
を
行
な
い

（
設
備
投
資
額
、
一
〇
ア
ー
ル
当
リ
三
一
九
、
一
六
七
円
）
、
全
国
で
も
稀
に
み
る

規
模
と
設
備
を
も
つ
た
も
の
で
あ
る
。
現
地
の
設
備
を
実
際
に
見
る
と
、
伝
統

的
な
日
本
の
農
村
を
見
慣
れ
て
い
る
者
に
と
つ
て
、
目
を
見
は
る
程
の
偉
観
で

あ
る
。

　
と
の
よ
う
に
し
て
、
群
馬
県
下
に
お
け
る
ホ
ッ
プ
の
契
約
栽
培
が
、
よ
う
や

く
に
し
て
、
当
初
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
た
有
利
性
の
実
現
を
み
よ
う
と
す
る
時

期
の
．
昭
和
四
一
年
四
月
に
は
．
丁
酒
造
株
式
会
社
か
ら
組
合
に
「
再
契
約

書
」
（
案
？
）
が
送
付
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
内
容
は
、
契
約
の
期
、
間
を
五
年
間
と

し
た
点
以
外
は
、
昭
和
三
二
年
三
月
三
一
百
締
結
さ
れ
た
契
約
と
同
じ
も
の
で

あ
つ
た
。
こ
の
「
再
契
約
書
」
（
案
？
）
に
つ
い
て
は
、
組
合
役
員
会
が
、
二
度

に
わ
た
つ
て
検
討
を
行
な
つ
た
が
、
役
員
改
選
な
ど
に
と
り
紛
れ
て
、
署
名
捺



印
の
上
会
社
に
返
送
し
た
の
は
昭
和
四
一
年
二
一
月
二
四
日
で
あ
つ
た
。
組
合

と
し
て
は
、
「
再
契
約
書
」
に
署
名
捺
印
の
上
．
返
送
し
た
た
め
、
再
契
約
申

込
に
対
す
る
組
合
の
承
諾
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
解
釈
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
昭

和
四
二
年
三
月
三
日
付
で
、
丁
会
社
社
長
の
名
で
．
契
約
期
間
満
了
も
近
い
た

め
、
契
約
更
新
に
つ
ぎ
協
議
し
た
い
旨
の
手
紙
〔
資
料
三
〕
が
組
合
宛
に
送
ら

れ
て
き
た
．
続
い
て
三
月
二
〇
日
付
で
、
丁
会
社
ビ
ー
ル
部
長
名
の
同
様
の
趣

旨
の
手
紙
が
伝
え
ら
れ
て
ぎ
た
〔
資
料
四
〕
。

　
と
こ
ろ
が
、
昭
和
四
二
年
四
月
九
日
、
丁
会
社
東
京
支
店
ピ
ー
ル
課
長
が
現

地
を
訪
ね
、
忽
布
農
脇
の
組
合
長
お
よ
び
副
組
合
長
に
対
し
、
口
頭
で
．
ホ
ッ

ブ
栽
培
契
約
の
い
わ
ゆ
る
「
破
棄
」
を
通
告
し
た
。
こ
の
通
告
は
、
組
合
お
よ

び
農
民
に
と
つ
て
、
全
く
寝
耳
に
水
の
驚
き
で
あ
つ
た
。
殊
に
、
こ
れ
か
ら
本

格
的
に
栽
培
に
取
組
も
う
と
し
て
、
大
規
模
に
設
備
投
資
を
し
、
生
産
資
材
を

購
入
し
、
収
入
の
相
当
な
部
分
を
ホ
ッ
プ
栽
培
に
依
存
し
て
い
る
農
家
に
と
つ

て
は
、
こ
の
打
撃
は
、
強
大
で
あ
つ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
会
社
側
の
理
由
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ピ
ー
ル
業
界
の
激
烈
な
競
争
に
脱
落

し
、
つ
い
に
い
わ
ゆ
る
会
社
の
体
質
改
善
の
目
的
を
も
つ
て
ピ
ー
ル
部
門
を
分

離
し
て
、
K
ピ
ー
ル
株
式
会
社
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
な
つ
た
た
め
（
四
月
八
日

仮
調
印
）
、
．
今
後
ホ
ッ
プ
が
不
要
と
な
つ
た
と
い
う
已
む
を
得
な
い
事
情
に
よ

り
、
契
約
を
「
破
棄
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
5
の
で
あ
る
。
丁
会
社
と

K
会
社
と
の
交
渉
は
、
組
合
に
は
一
切
極
秘
の
う
ち
に
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
つ

た
た
め
、
緯
合
側
は
、
契
約
は
ま
ず
ま
ち
が
い
な
く
更
新
さ
れ
る
も
の
と
思
つ

て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。

　
組
合
側
は
、
こ
の
事
情
を
聴
取
し
て
丁
会
社
の
已
む
を
得
ざ
る
事
由
に
よ
る

　
　
　
　
ホ
ッ
プ
契
約
栽
培
の
一
事
例

契
約
終
了
に
つ
い
て
は
了
承
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
そ
し
て
前
述
の
如
く
、

途
方
に
暮
れ
た
状
態
で
あ
つ
た
が
、
群
馬
県
当
局
も
、
県
と
し
て
ホ
ッ
プ
栽
培

を
指
導
、
奨
励
し
た
関
係
か
ら
、
積
極
的
に
、
仲
介
の
労
を
と
つ
た
。
組
合

は
、
先
ず
、
ホ
ッ
プ
栽
培
契
約
の
い
わ
ゆ
る
「
肩
替
り
』
を
、
ピ
ー
ル
部
門
の
譲

受
会
社
に
対
し
て
要
請
し
た
が
、
交
渉
は
、
不
成
功
に
終
つ
た
。
そ
こ
で
丁
会

社
に
対
し
て
、
ホ
ヅ
プ
契
約
栽
培
中
止
に
よ
る
損
失
の
補
償
を
要
求
す
る
方
向

に
転
換
し
た
。
会
社
側
も
、
「
誠
意
」
を
以
て
、
応
じ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
補

償
額
に
り
い
て
は
、
容
易
に
合
意
に
達
し
な
か
つ
た
。
組
合
側
は
、
施
設
に
投

下
し
た
金
額
や
今
後
ホ
ッ
プ
栽
培
以
外
の
別
種
の
営
農
で
収
入
を
得
る
ま
で

（
新
営
農
形
態
が
軌
道
に
乗
る
ま
で
）
の
転
作
資
金
等
を
合
わ
せ
て
、
総
額
一
億

三
千
七
百
万
円
の
補
償
を
要
求
し
た
が
、
丁
会
社
の
提
示
案
は
四
千
五
百
万
円

で
あ
つ
た
。
そ
の
後
、
何
回
に
も
わ
た
り
．
交
渉
が
重
ね
ら
れ
、
結
局
県
が
斡

旋
し
て
、
五
千
二
百
万
円
に
決
ま
つ
た
が
．
そ
の
名
目
は
、
補
償
金
で
は
な
く

ヤ

報
償
金
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
〔
資
料
五
〕
。
こ
の
報
償
金
額
を
一
〇
ア
ー
ル

当
り
に
す
る
と
、
約
二
四
～
五
万
円
で
あ
る
。

〔
資
料
一
〕

　
　
ホ
ッ
プ
契
約
書

　
丁
酒
造
株
式
会
社
（
以
下
甲
と
称
す
る
）
と
群
馬
忽
布
農
業
組
合
（
以
下
乙

と
称
す
る
）
と
の
間
に
、
ホ
ッ
プ
栽
培
及
び
売
買
に
関
し
て
下
記
の
通
り
契

約
を
締
結
す
る
。

第
一
条
　
甲
及
び
乙
は
常
に
緊
密
な
提
携
の
下
に
協
力
一
致
、
優
秀
な
ホ
ッ

プ
の
生
産
に
最
善
の
努
力
を
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
（
一
六
八
三
）



　
　
　
ホ
ッ
プ
契
約
栽
培
の
一
事
例

第
二
条
甲
は
ホ
ッ
プ
栽
培
助
成
の
た
め
、
必
要
に
応
じ
資
金
資
材
等
を
融

通
し
又
品
種
改
善
耕
作
指
導
等
、
栽
培
に
関
す
る
諸
種
の
援
助
を
行
い
乙
及

び
そ
の
組
合
員
の
利
益
増
進
を
は
か
る
。
乙
の
組
合
員
は
、
将
来
に
わ
た
り

甲
の
希
望
す
る
優
秀
な
ホ
ッ
プ
耕
作
者
と
な
り
甲
に
対
し
優
良
な
ホ
ッ
プ
を

譲
渡
す
べ
き
義
務
を
負
い
、
乙
は
連
帯
の
責
任
を
持
つ
も
の
と
す
。

第
三
条
　
ホ
ッ
プ
栽
培
面
積
は
毎
年
春
の
耕
作
開
始
以
前
に
甲
乙
協
議
の
上

こ
れ
を
定
め
、
一
方
的
に
栽
培
面
積
の
増
減
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
乙
は
毎

年
四
月
末
日
ま
で
に
組
合
員
耕
作
者
名
簿
を
作
成
し
甲
に
提
示
す
る
。

第
四
条
乙
の
組
合
員
で
あ
る
耕
作
者
が
植
付
す
る
ホ
ッ
プ
種
苗
は
甲
が
乙

の
組
合
員
の
同
意
を
得
て
指
定
す
る
も
の
又
は
交
付
す
る
も
の
に
限
り
、
甲

の
承
諾
な
く
し
て
乙
ま
た
は
乙
の
組
合
員
は
種
苗
を
他
に
移
出
又
は
譲
渡
し

て
は
な
ら
な
い
。

第
五
条
甲
は
乙
の
組
合
員
が
栽
培
し
た
ホ
ッ
プ
の
生
産
品
に
対
し
下
記
の

条
件
で
買
受
け
る
。

　
一
　
乙
の
組
合
員
が
生
産
し
た
ホ
ッ
プ
は
、
甲
の
品
質
判
定
標
準
に
合
格

　
し
た
も
の
に
限
り
甲
が
こ
れ
を
買
取
る
。
’
乙
ま
た
は
乙
の
組
合
員
は
甲
の

　
同
意
を
得
ず
し
て
他
に
売
却
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
ゴ
　
品
質
の
判
定
は
熟
度
、
乾
燥
度
、
選
別
調
製
度
、
形
状
、
色
沢
、
香

　
気
、
ル
プ
リ
ン
量
に
よ
り
合
格
品
は
壱
等
、
弐
等
、
参
等
に
別
け
、
受
精

　
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
但
し
、

場
合
に
よ
り
等

　
外
の
階
級
を
設
け
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
規
格
標
準
は
、
毎
年
甲
乙
に

　
お
い
て
協
議
決
定
す
る
。

　
三
　
乙
の
組
合
員
が
甲
に
売
渡
す
ホ
ッ
プ
は
乾
燥
品
と
し
、
甲
の
最
寄
忽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
（
一
六
八
四
）

　
布
工
場
又
は
甲
の
指
定
す
る
集
荷
場
所
を
も
つ
て
受
渡
場
所
と
す
る
。

　
四
　
乙
の
組
合
員
が
甲
に
売
渡
す
ホ
ッ
プ
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
毎
年
、
甲

　
乙
に
お
い
て
協
議
決
定
す
る
。
但
し
国
産
品
の
一
般
相
場
を
逸
脱
し
な
い

　
範
囲
と
す
る
．

第
六
条
　
本
契
約
の
有
効
期
間
は
契
約
の
日
よ
り
一
〇
力
年
と
し
期
間
満
了

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

と
と
も
に
両
者
異
議
の
な
い
時
は
自
動
的
に
更
新
締
結
す
る
。

第
七
条
　
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
経
済
状
勢
の
著
し
い
変
化
そ
の
他
の

原
因
に
よ
つ
て
已
む
を
得
ず
本
契
約
の
解
除
を
必
要
と
す
る
事
情
が
生
じ
た

と
き
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
本
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

第
八
条
　
前
条
各
項
に
定
め
る
以
外
の
細
目
に
関
す
る
事
項
は
そ
の
都
度
甲

乙
両
者
が
本
契
約
の
主
旨
に
則
り
誠
意
を
以
て
協
定
す
る
．

　
契
約
の
証
と
し
て
、
L
本
書
弐
通
を
作
成
し
、
甲
乙
各
壱
通
を
保
痛
す
る
。

　
昭
和
三
二
年
三
月
二
三
目

　
甲
　
丁
酒
造
株
式
会
社

　
　
　
取
締
役
社
長
　
　
丁
・
Y

　
乙
　
群
馬
忽
布
農
業
協
同
組
合

　
　
　
組
合
長
　
　
　
　
笠
原
開
殖

〔
資
料
二
〕

　
　
覚
書

　
丁
酒
造
株
式
会
社
（
以
下
甲
と
い
う
）
と
群
馬
忽
布
農
業
協
同
組
合
（
以

下
乙
と
い
う
）
は
、
昭
和
三
二
年
三
月
二
三
日
締
結
し
た
契
約
書
に
付
帯
し

て
、
乙
所
属
組
合
員
（
以
下
組
合
員
と
い
う
）
が
ホ
ッ
プ
栽
培
に
際
し
て
慮



己
の
農
園
で
使
用
す
る
農
業
薬
品
並
び
に
化
学
肥
料
（
以
下
農
薬
と
総
称
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

る
）
に
つ
い
て
下
記
の
通
り
相
互
協
議
の
上
取
極
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
記

第
一
条
ホ
ッ
プ
農
園
で
使
用
す
る
農
薬
は
当
該
年
初
に
甲
乙
協
議
の
上
取

極
め
た
ホ
ッ
プ
作
業
暦
に
記
載
さ
れ
て
い
る
農
薬
の
み
を
使
用
す
る
こ
と
を

原
則
と
す
る
。

第
二
条
　
ホ
ッ
プ
作
業
暦
に
記
載
の
無
い
農
薬
を
組
合
員
が
自
発
的
に
ホ
ッ

プ
園
に
於
て
用
い
る
場
合
は
予
め
甲
の
指
導
員
の
承
諾
を
得
る
も
の
と
す

る
。第

三
条
　
甲
の
承
諾
が
無
い
農
薬
を
使
用
し
て
生
産
さ
れ
た
ホ
ッ
プ
は
、
規

格
標
準
合
格
品
と
錐
も
甲
が
ビ
ー
ル
醸
造
上
不
適
当
と
認
め
た
場
合
に
は
買

付
を
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

第
四
条
　
甲
の
承
諾
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
組
合
員
は
農
薬
使
用
に
起
因
す

る
総
て
の
損
害
の
責
を
負
う
も
の
と
す
る
。
但
し
新
農
薬
の
試
用
に
際
し
て

予
め
甲
乙
及
び
組
合
員
並
び
に
農
薬
提
供
者
（
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
）

の
間
で
協
議
し
て
予
測
さ
れ
る
事
態
に
対
す
る
責
任
の
所
在
を
明
確
に
し
た

も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
五
条
　
前
記
各
条
項
は
、
乙
が
組
合
員
に
周
知
徹
底
さ
せ
る
も
の
と
す

る
。

　
　
　
（
マ
マ
）

　
以
上
取
極
め
た
も
の
で
本
書
二
通
を
作
成
し
甲
乙
各
一
通
を
保
管
す
る
。

　
昭
和
三
九
年
三
月
三
一
日

　
　
甲
丁
酒
造
株
式
会
社

　
　
　
　
取
締
役
社
長
　
　
0
・
K

ホ
ヅ
プ
契
約
栽
培
の
一
事
例

乙

群
馬
忽
布
農
業
協
同
組
合

組
合
長
理
事
　
　
松
井
彦
一

〔
資
料
三
〕

　
拝
啓
　
時
下
益
々
御
清
祥
の
段
大
慶
に
存
じ
ま
す
。
昭
和
三
二
年
貴
組
合

と
締
結
致
し
ま
し
た
ホ
ッ
プ
契
約
は
本
年
三
月
二
三
日
を
以
て
同
契
約
書
第

六
条
の
有
効
期
間
十
ケ
年
を
満
了
い
た
し
ま
す
が
、
契
約
の
更
新
に
つ
い
て

は
近
日
中
に
改
め
て
御
協
議
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
右
御
諒
承
の
ほ
ど
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
．
　
敬
具

　
昭
和
四
二
年
三
月
三
日

　
　
　
　
丁
酒
造
株
式
会
社

　
　
　
　
　
取
締
役
社
長
　
　
O
　
・
丁

　
群
馬
忽
布
農
業
協
同
組
合

　
　
組
合
長
理
事
　
松
井
彦
一
殿

〔
資
料
四
〕

　
　
　
　
　
　
丁
酒
造
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
麦
酒
部
長
　
　
丁
　
・
M

　
群
馬
忽
布
農
業
協
同
組
合

　
　
緯
合
長
松
井
彦
一
様

　
拝
啓
　
時
下
益
々
御
清
適
の
段
大
慶
に
存
じ
上
げ
ま
す
。
平
素
は
格
段
の

御
協
力
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
本
年
の
栽
培
の
時
期
も
近
づ
き

夫
々
準
備
に
御
多
忙
の
こ
と
と
拝
察
致
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
（
一
六
八
五
〉



　
　
　
ホ
ッ
プ
契
約
栽
培
の
一
事
例

　
契
約
書
が
昭
和
三
二
年
に
締
結
さ
れ
、
契
約
期
間
が
来
る
三
月
二
二
日
に

満
了
致
し
ま
す
の
で
之
が
更
改
の
日
が
数
日
後
に
な
り
ま
し
た
。
取
り
敢
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

ず
同
封
書
面
御
送
付
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
本
月
初
旬
に
私
が
貴
地
へ
参
上

致
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
そ
の
節
に
は
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。
以
上
取
急
ぎ
御
連
絡
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敬
具

　
三
月
二
〇
日

〔
資
料
五
〕

　
　
覚
書

　
丁
酒
造
株
式
会
社
を
甲
と
し
、
群
馬
忽
布
農
業
協
同
組
合
を
乙
と
し
、
下

記
の
通
り
覚
書
を
取
り
交
わ
す
。

第
一
条
　
甲
は
、
そ
の
ピ
ー
ル
事
業
廃
止
に
伴
い
、
乙
並
に
そ
の
組
合
員

が
、
ホ
ッ
プ
耕
作
を
打
切
る
に
当
り
、
従
前
の
乙
並
に
そ
の
組
合
員
の
協
力

に
む
く
い
る
た
め
、
報
償
金
（
設
備
償
却
及
び
転
作
そ
の
他
一
切
の
費
用
に
充

て
る
も
の
を
含
む
。
）
と
し
て
、
昭
和
四
二
年
九
月
三
〇
日
、
乙
に
金
五
二
、

O
O
O
、
○
O
O
円
也
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。
万
一
、
上
記
の
期
日
ま
で

に
報
償
金
の
支
払
い
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
甲
は
乙
に
対
し
そ
の
期
日
の

翌
日
か
ら
支
払
い
日
ま
で
、
支
払
い
を
妻
す
る
金
額
に
対
し
日
歩
四
銭
の
割

合
で
計
算
し
た
利
息
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。

第
二
条
　
乙
は
、
甲
と
の
ホ
ッ
プ
に
関
す
る
栽
培
契
約
そ
の
他
一
切
の
関
係

が
終
了
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
と
共
に
、
事
後
こ
れ
に
関
し
何
等
の
異
議
も

甲
に
申
立
て
な
い
も
の
と
す
る
。

第
三
条
　
乙
は
、
そ
の
組
合
員
相
互
若
し
く
は
乙
と
組
合
員
と
の
間
の
紛
争

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
（
一
六
八
六
）

苦
惰
等
に
つ
い
て
は
勿
論
の
こ
と
、
万
一
乙
の
組
合
員
が
甲
に
対
し
直
接
請

求
を
行
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
つ
た
場
合
は
、
す
べ
て
乙
の
責
任
に
於
い
て
処

理
解
決
し
、
甲
に
迷
惑
を
か
け
な
い
も
の
と
す
る
。

第
四
条
　
乙
の
理
事
（
以
下
丙
と
い
う
）
は
本
覚
書
に
基
づ
き
乙
が
負
担
す

る
一
切
の
責
務
に
つ
き
乙
に
連
帯
し
て
そ
の
履
行
の
責
に
任
ず
る
も
の
と
す

る
。　

以
上
、
本
書
三
通
を
作
成
し
、
甲
、
乙
、
丙
署
名
捺
印
の
上
各
一
通
を
保

有
す
る
。

　
　
昭
和
四
二
年
九
月
二
五
日

　
甲
K
市
F
区
竹
中
町
六
〇
九
番
地

　
　
　
丁
酒
造
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
・
　
T

乙丙

沼
田
市
四
三
九
七
番
地

群
馬
忽
布
農
業
協
同
組
合
組
合
長
理
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
井
彦
一

（
連
帯
保
証
人
）

沼
田
市
善
桂
寺
町
一
九
六
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
井
彦
一

利
根
郡
利
根
村
大
字
多
那
一
四
三
六
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牛
口
　
俊

中
之
条
町
大
字
山
田
一
六
二
〇
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
田
浩
蔵

沼
田
市
二
一
〇
一
番
地



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
春
日
幸
吉

沼
田
市
下
久
屋
町
三
九
一
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倉
品
栄
作

沼
田
市
下
川
田
町
四
九
二
四
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
竹
金
一

利
根
郡
昭
和
村
大
字
栃
久
保
一
三
六
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
木
良
一

利
根
郡
月
夜
野
町
大
字
後
閑
三
四
〇
七
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
番
場
喜
恵
治

利
根
郡
片
品
村
大
字
土
出
一
九
九
七
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
萩
原
儀
平

三
　
解
　
説

　
以
上
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
つ
た
、
こ
の
事
例
に
つ
い
て
、
本
格
的
研
究
を

す
る
と
な
れ
ば
、
契
紛
の
終
了
に
よ
つ
て
地
域
農
業
経
済
お
よ
び
各
農
家
経
営

が
、
ど
の
程
度
の
打
撃
を
う
け
た
か
を
経
済
学
的
、
経
営
学
的
．
社
会
心
理
学

　
　
　
　
（
1
）

的
に
検
討
し
た
り
、
丁
会
社
側
の
見
解
を
聴
取
し
た
り
し
て
、
か
か
ら
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
は
別
の
機
会
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
醜
こ
こ
で

は
た
だ
、
契
約
関
係
の
終
了
に
関
連
し
た
法
学
的
な
若
干
の
論
点
を
列
記
し

て
、
検
討
の
参
考
に
供
す
る
に
止
め
よ
う
。

　
O
　
契
約
終
了
の
根
拠

　
契
約
関
係
の
終
了
は
、
昭
和
三
二
年
三
月
二
三
日
に
締
結
さ
れ
た
期
間
を
一

〇
年
と
す
る
契
約
（
第
一
契
約
）
の
期
間
が
満
了
し
、
期
問
を
五
年
と
す
る
新

　
　
　
　
ホ
ッ
プ
契
約
栽
培
の
一
事
例

契
約
（
第
二
契
約
）
が
締
結
さ
れ
な
か
つ
た
か
、
な
い
し
は
丁
会
社
の
異
議
に

よ
り
第
一
契
約
が
更
新
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
に
よ
り
（
契
約
書
六
条
〉
、
無
契
約

状
態
に
な
つ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
第
二
契
約
の
締
結
な
い
し
は
第
一
契
約
の

更
新
が
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
上
で
、
契
約
書
七
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
や

む
を
得
な
い
事
情
に
よ
る
解
除
」
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
要
す
る
に
、
契
約
終
了
が
契
約
書
六
条
に
基
く
も
の
か
、
同
七
条
に
基

く
も
の
で
あ
る
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
事
例
に
お
い
て
は
、
丁
会
社
と
の
契

約
関
係
の
継
続
が
経
済
的
に
は
と
う
て
い
無
理
な
事
惰
に
あ
つ
た
以
上
、
法
的

に
も
契
約
終
了
そ
の
も
の
は
、
さ
け
難
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
丁
会

社
の
都
合
に
よ
る
契
約
終
了
に
よ
つ
て
、
ホ
ッ
プ
農
協
な
い
し
そ
の
組
合
員
が

受
け
る
損
失
を
、
丁
会
社
が
填
補
す
る
法
律
上
の
義
務
が
ど
こ
ま
で
認
め
ら
れ

る
か
が
重
要
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
様
々
の
見
解
が
あ
り
得
よ

う
が
、
契
約
書
七
条
に
よ
る
「
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
る
解
除
」
に
際
し
て

も
、
そ
れ
に
よ
る
相
手
方
の
損
失
に
対
し
て
「
合
理
的
な
補
償
」
を
す
る
こ
と

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
た
だ
何
が
「
合
理
的
な
補
償
」
の
金
額
か
に
つ
い

て
、
ま
ず
当
事
者
間
の
協
議
に
よ
つ
て
定
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
、
解
釈

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
契
約
書
六
条
に
よ
る
更
新
拒
絶
に

つ
い
て
も
、
す
く
な
く
と
も
「
正
当
な
い
し
相
当
の
事
由
」
の
な
い
更
新
拒
絶

に
は
、
同
様
な
補
償
を
義
務
づ
け
て
い
る
と
み
る
こ
と
は
無
理
だ
ろ
う
か
。
た

だ
そ
う
な
る
と
反
対
に
「
正
当
な
い
し
相
当
な
事
由
」
に
よ
る
更
新
拒
絶
で

あ
れ
ば
（
本
事
例
は
こ
れ
に
当
ろ
う
）
、
い
か
に
相
手
方
が
損
失
を
こ
お
む
つ
て

も
一
切
補
償
の
義
務
は
な
い
の
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
そ
こ
で
よ
り
根
本
的

な
次
の
論
点
が
ク
ロ
1
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
（
一
六
八
七
）



　
　
　
　
ホ
て
フ
契
約
栽
培
の
一
事
例

　
⇔
　
永
年
作
物
の
果
実
の
取
引
に
つ
い
て
、
短
期
間
の
契
約
を
す
る
こ
と
の

意
義

　
ホ
ッ
プ
樹
の
現
実
の
耐
用
年
数
は
、
約
四
〇
年
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
対
し
て
、
丁
会
社
と
の
契
約
に
定
め
ら
れ
た
期
間
は
一
〇
年
（
或
い
は
五

年
）
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
期
間
満
了
の
際
に
「
正
当
な
い
し
相
当
な
事

由
」
に
よ
つ
て
更
新
拒
絶
が
な
さ
れ
た
と
き
に
も
、
農
民
側
は
相
当
の
損
失
を

こ
お
む
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
ホ
ッ
プ
は
特
殊
な
用
途
の
限
定
さ
れ
た
原
料
農

産
物
で
あ
り
、
か
つ
周
知
の
通
り
そ
れ
を
購
入
使
用
す
る
ビ
ー
ル
会
社
は
寡
占

体
制
と
な
つ
て
い
る
か
ら
、
農
民
側
は
、
他
に
販
売
先
を
見
出
す
自
由
に
は
、

ま
こ
と
に
乏
し
い
6
で
あ
る
。
と
に
か
く
一
般
論
と
し
て
も
、
樹
木
の
耐
用
年

数
・
農
業
生
産
投
下
資
本
回
転
期
間
と
契
約
期
間
と
の
関
係
は
、
重
要
な
研
究

課
題
で
あ
る
。

　
臼
　
以
上
の
ほ
か
に
、
㈹
契
約
終
了
（
も
し
く
は
契
約
不
履
行
）
に
と
も
な
う

補
償
な
い
し
賠
償
の
請
求
権
に
つ
ぎ
、
発
生
原
因
、
対
象
物
件
、
最
高
限
度
、

履
行
の
担
保
等
を
明
示
す
る
こ
と
の
可
否
ま
た
は
限
界
、
⑧
補
償
（
賠
償
）
債

権
の
不
満
足
に
対
す
る
全
国
的
な
共
済
保
険
的
組
織
の
適
否
、
⑥
司
法
機
関
に

よ
る
救
済
機
能
の
不
充
分
な
点
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
の
、
特
殊
な
仲
裁
な
い
し

調
停
機
関
の
適
否
、
⑨
農
民
の
全
国
的
連
合
組
織
に
よ
る
売
手
独
占
体
制
の
能

否
、
な
ど
が
問
題
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
　
（
叫
六
八
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
な
い

〔
附
記
〕
　
本
事
例
の
調
査
は
、
法
学
部
卒
業
の
塾
員
矢
内
万
平
氏
の
発
案
、
協
力

　
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
群
馬
県
庁
お
よ
び
群
馬
忽
布
農
協
の
担
当
者
各
位

　
か
ら
、
有
益
な
助
言
を
賜
つ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
氏
に
対
し
て
、
特
に
附
記
し
て

　
あ
つ
く
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
1
一
九
六
八
年
（
昭
和
四
三
年
）
九
月
二
七
日
稿
i

（
1
）
　
な
お
、
群
馬
忽
布
農
協
編
「
群
馬
ホ
ッ
プ
一
〇
年
の
あ
ゆ
み
」
（
昭
和
四

〇
年
）
、
群
馬
県
農
政
部
特
産
課
編
「
ホ
ッ
プ
協
業
経
営
診
断
事
業
成
績
報
告

書
」
（
昭
和
四
二
年
三
月
）
参
照
（
た
だ
し
ど
ち
ら
も
非
売
品
）
。


